
令和２年松前町規則第２号                                             

 松前町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を次のように公布する。 

  令和２年３月11日 

  

松前町長 岡 本  靖    

  

松前町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

松前町子ども・子育て支援法施行細則（平成27年松前町規則第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

改   正   後 改   正   前 

（労働時間の下限） （労働時間の下限） 

第２条 府令第１条の５第１号の市町村が定める時間は、64時間と

する。 

第２条 府令第１条第１号    の市町村が定める時間は、64時間と

する。 

（教育・保育給付認定の申請） （認定              の申請） 

第３条 府令第２条第１項の申請書は、教育・保育給付認定申請書 

                   （様式第１号）とする。 

第３条 府令第２条第１項の申請書は、施設型給付費・地域型保育

給付費等支給認定申請書（様式第１号）とする。 

２ 省略 ２ 省略 

（支給認定証） （支給認定証）   

第４条 法第20条第４項に規定する支給認定証は、教育・保育給付

認定証             （様式第２号）          とする。 

第４条 法第20条第４項に規定する認定証  は、施設型給付費・

地域型保育給付費等支給認定証（様式第２号）によるものとする。 

 ２ 法第20条第５項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保

育給付費等支給認定却下通知書（様式第３号）により行うものと

する。 

 （認定の申請等に対する処分の延期の通知） 



第５条 削除 第５条 法第20条第６項ただし書（法第23条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による通知は、施設型給付費・地域型保

育給付費等支給認定（変更認定）遅延通知書（様式第４号）によ

り行うものとする。 

（教育・保育給付認定の有効期間） （支給認定          の有効期間） 

第６条 省略 第６条 省略 

 ２ 府令第８条第６号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第

１条第９号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案

して町長が適当と認める期間とする。 

 ３ 府令第８条第７号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第

１条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案

して町長が適当と認める期間とする。 

（現況の届出） （現況の届出） 

第７条 府令第９条第１項の届書は、教育・保育給付認定保護者現 

況届       （様式第５号）      とする。 

第７条 府令第９条第１項の届書は、施設型給付費・地域型保育給 

付費等現況届（様式第５号）を用いるものとする。 

（教育・保育給付認定の変更の認定の申請） （支給認定          の変更の認定の申請） 

第８条 府令第11条第１項の申請書は、教育・保育給付認定兼施設

等利用給付認定変更申請書  （様式第６号）とする。 

第８条 府令第11条第１項の申請書は、施設型給付費・地域型保育

給付費等支給認定変更申請書（様式第６号）とする。 

 （申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等） 

第９条から第11条まで 削除 

 

第９条 法第23条第３項において準用する法第20条第４項前段の規

定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証

（様式第２号）により行うものとする。 

 ２ 法第23条第３項において準用する法第20条第５項の規定による

通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通



知書（様式第７号）により行うものとする。 

 （職権による支給認定の変更の認定の通知） 

 第10条 法第23条第５項において準用する法第20条第４項前段の規

定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等職権による

支給認定変更通知書（様式第８号）により行うものとする。 

 （支給認定の取消しの通知） 

 第11条 府令第14条第１項の規定による通知は、施設型給付費・地

域型保育給付費等支給認定取消通知書（様式第９号）により行う

ものとする。 

（申請内容の変更の届出） （申請内容の変更の届出） 

第12条 府令第15条第１項の届書は、教育・保育給付認定兼施設等

利用給付認定申請内容変更届出書  （様式第10号）とする。 

第12条 府令第15条第１項の届書は、施設型給付費・地域型保育給

付費等支給認定申請内容変更届出書（様式第10号）とする。 

（支給認定証の再交付の申請等） （支給認定証の再交付の申請等） 

第13条 府令第16条第２項の申請書は、教育・保育給付認定証再交

付申請書             （様式第11号）とする。 

第13条 府令第16条第２項の申請書は、施設型給付費・地域型保育

給付費等支給認定証再交付申請書（様式第11号）とする。 

（施設等利用給付認定の申請）  

第13条の２ 府令第28条の３第１項の申請書は、施設等利用給付認

定申請書（様式第11号の２）とする。 

 

（施設等利用給付認定の有効期間）  

第13条の３ 府令第28条の５第４号ロの市町村が定める期間は、第

６条に規定する期間とする。 

 

（現況の届出）  

第13条の４ 府令第28条の６第１項の届書は、施設等利用給付認定

保護者現況届（様式第11号の３）とする。 

 



（施設等利用給付認定の変更の認定の申請）  

第13条の５ 府令第28条の８第１項の申請書は、教育・保育給付認

定兼施設等利用給付認定変更申請書とする。 

 

（申請内容の変更の届出）  

第13条の６ 府令第28条の12第１項の届書は、教育・保育給付認定

兼施設等利用給付認定申請内容変更届出書とする。 

 

（施設等利用費の支給方法）  

第13条の７ 法第30条の11第１項の規定による施設等利用費の支給

は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により

行う。 

(1) 法第30条の11第１項に規定する特定子ども・子育て支援施設

等のうち法第７条第10項第４号から第８号までに掲げる子ど

も・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けた場

合 当該施設等利用給付認定保護者に直接支払う方法 

(2) 法第30条の11第１項に規定する特定子ども・子育て支援施設

等のうち法第７条第10項第１号から第３号までに掲げる子ど

も・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けた場

合 法第30条の11第３項の規定に基づき当該特定子ども・子育

て支援提供者に支払う方法 

 

（施設等利用費の請求）  

第13条の８ 府令第28条の19第１項の請求書は、施設等利用費請求

書（様式第11号の４）とする。 

 

（確認の申請） （確認の申請） 

第14条 省略 第14条 省略 



２ 省略 ２ 省略 

３ 府令第53条の２の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確

認申請書（様式第13号の２）とする。 

 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第16条 法第35条第１項及び法第47条第１項の規定による届出は、

特定教育・保育施設（特定地域型保育事業者）確認申請事項変更

届（様式第15号）により行わなければならない。 

第16条 法第35条第１項及び法第47条第１項の規定による届出は、

確認申請事項変更届                                        

  （様式第15号）により行わなければならない。 

２ 省略 ２ 省略 

３ 法第58条の５の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施

設等確認申請事項変更届（様式第16号の２）により行わなければ

ならない。 

 

（勧告、命令等） （勧告、命令等） 

第17条 法第39条第１項、第51条第１項、第57条第１項及び第58条

の９第１項の規定による勧告は、措置勧告書（様式第17号）によ

り行うものとする。 

第17条 法第39条第１項、法第51条第１項及び法第57条第１項      

          の規定による勧告は、措置勧告書（様式第17号）によ

り行うものとする。 

２ 法第39条第４項、第51条第３項、第57条第３項及び第58条の９

第５項の規定による命令は、措置命令書（様式第18号）により行

うものとする。 

２ 法第39条第４項、法第51条第３項及び法第57条第３項         

      の規定による命令は、措置命令書（様式第18号）により行

うものとする。 

３ 法第39条第２項及び第５項並びに第58条の９第２項、第３項及

び第６項の規定による通知は、勧告（命令）に係る通知書（様式

第19号）により行うものとする。 

３ 法第39条第２項及び第５項                                

        の規定による通知は、勧告（命令）に係る通知書（様式

第19号）により行うものとする。 

（確認の取消し等） （確認の取消し等） 

第18条 法第40条第１項の規定により法第27条第１項の確認を取り

消し、法第52条第１項の規定により法第29条第１項の確認を取り

第18条 法第40条第１項の規定により法第27条第１項の確認を取り

消し、法第52条第１項の規定により法第29条第１項の確認を取り



消し、法第58条の10第１項の規定により法第30条の11第１項の確 

認を取り消し、又は各確認の全部若しくは一部の効力を停止する

ときは、確認取消（効力停止）通知書（様式第20号）により通知

するものとする。 

消し                                                       

           、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止する

ときは、確認取消（効力停止）通知書（様式第20号）により通知

するものとする。 

 

 

様式第１号中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を「教育・保育給付認定申請書」に、「支給認定事務」を「教育・

保育給付認定事務」に、「支給認定申請」を「教育・保育給付認定申請」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「施設型給付費・

地域型保育給付費等の支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

様式第２号中「施設型給付費・地域型保育給付費等」を「子どものための教育・保育給付」に、「施設型給付費・地域型保育給付費等支

給認定証」を「教育・保育給付認定証」に、「支給認定証番号」を「教育・保育給付認定証番号」に、「支給認定区分」を「教育・保育給

付認定区分」に、「支給認定期間」を「教育・保育給付認定期間」に、「支給認定申請書」を「教育・保育給付認定申請書」に改める。 

様式第３号及び様式第４号を次のように改める。 

様式第３号及び様式第４号 削除 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 

教育・保育給付認定保護者現況届 施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 

 省略  省略 

省略 省略 

 省略  省略 

省略 省略 

 省略  省略 

省略 省略 



様式第６号（第８条、第13条の５関係） 様式第６号（第８条関係      ） 

 省略  省略 

教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請書 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書 

松前町長 様 

   認定保護者           印 

松前町長 様 

   支給認定保護者           印 
 

省略  

小学校就

学前子ど

も 

省略   

生年月日 年 月 日 認定保護者  との続柄（ ） 

変更理由 １・２ 省略 

３ 認定  の有効期間変更のため 

 省略 

４・５ 省略 

 

省略  

小学校就

学前子ど

も 

省略   

生年月日 年 月 日 支給認定保護者との続柄（ ） 

変更理由 １・２ 省略 

３ 支給認定の有効期間変更のため 

 省略 

４・５ 省略 

 ※ 教育・保育給付認定の変更を申請する場合は、教育・保育給付認定証を必

ず添付すること。紛失等で添付できない場合は、再交付申請書を添付するこ

と。 

※ 省略 

・ 支給認定証                          を必

ず添付すること。紛失等で添付できない場合は、再交付申請書を添付するこ

と。 

・ 省略 

省略 省略 

様式第７号から様式第９号までを次のように改める。 

様式第７号から様式第９号まで 削除 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

様式第10号（第12条、第13条の６関係） 様式第10号（第12条関係      ） 



省略 省略 

教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定申請内容変更届出書 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届出書 

松前町長 様 

 

   認定保護者           印 

松前町長 様 

 

   支給認定保護者           印 

 子ども・子育て支援法施行規則第15条第１項又は第28条の12第

１項に規定する届出事項について、次のとおり変更が生じたので

届け出ます。 

 子ども・子育て支援法施行規則第15条            

  に規定する届出事項について、次のとおり変更が生じたので

届け出ます。 

省略 省略 

※ 教育・保育給付認定申請内容の変更を届け出る場合は、教育・保育給付認 

定証を必ず添付すること。紛失等で添付できない場合は、再交付申請書を添 

付すること。 

 

様式第11号（第13条関係） 様式第11号（第13条関係） 

省略 省略 

教育・保育給付認定証再交付申請書 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書 

松前町長 様 

 

   教育・保育給付認定保護者        印 

松前町長 様 

 

   支給認定保護者           印 

 次の理由により、教育・保育給付認定証の再交付を申請します。

なお、再交付を受けた後、紛失した教育・保育給付認定証を発見

したときは、速やかにこれを返還します。 

次の理由により、支給認定証     の再交付を申請します。

なお、再交付を受けた後、紛失した支給認定証     を発見

したときは、速やかにこれを返還します。 



 

省略  

再交付申請

に係る子ど

も 

省略   

生年月日 年 月 日 教育・保育給付認定保護者と

の続柄（ ） 

省略  

 

省略  

再交付申請

に係る子ど

も 

省略   

生年月日 年 月 日 支給認定保護者     と

の続柄（ ） 

省略  

※ 破損の場合は、教育・保育給付認定証を添付すること。  ※ 破損の場合は、支給認定証     を添付すること。 



様式第11号の次に次の３様式を加える。 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



様式第13号の次に次の１様式を加える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

様式第15号（第16条関係） 様式第15号（第16条関係） 

 省略  省略 

 特定教育・保育施設（特定地域型保育事業者）確認申請事項変更届 確認申請事項変更届 

 省略  省略 

省略 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第16号の次に次の１様式を加える。 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

様式第17号（第17条関係） 様式第17号（第17条関係） 

 省略  省略 

措置勧告書 措置勧告書 

省略 省略 

省略 省略 

１ 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例（平成26年松前町条例第11号）を遵守

し、施設型給付費若しくは地域型保育給付費の支給に係る施設

として適正な特定教育・保育施設の運営又は特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）で定める基

準に従って施設等利用費の支給に係る施設若しくは事業として

適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすること。 

１ 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例              を遵守

し、施設型給付費又は  地域型保育給付費の支給に係る施設

として適正な特定教育・保育施設の運営          

                            

                            

                            

                    をすること。 



２ 省略 ２ 省略 

様式第18号（第17条関係） 様式第18号（第17条関係） 

 省略  省略 

措置命令書 措置命令書 

省略 省略 

省略 省略 

１ 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例を遵守し、施設型給付費若しくは地域

型保育給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施

設の運営又は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準で定める

基準に従って施設等利用費の支給に係る施設若しくは事業とし

て適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすること。 

１ 松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例を遵守し、施設型給付費又は  地域

型保育給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施

設の運営                        

                            

                            

                     をすること。 

２ 省略 ２ 省略 

様式第19号（第17条関係） 様式第19号（第17条関係） 

省略 省略 

勧告（命令）に係る通知書 勧告（命令）に係る通知書 

次のとおり、             措置をとるべきこと 

を勧告（命令）しましたので通知します。 

次のとおり、特定教育・保育施設に対し、措置をとるべきこと

を勧告（命令）しましたので通知します。 
 

省略  

施設    

  の種類 

 

省略  

 

省略  

教育・保育 

施設の種類 

 

省略  



   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 


